
     

 

 

 



 
ご旅行条件書(要約) 

 
①募集型旅行契約 
 この旅行は、有限会社津田交通(以下「当社」という)が企画・募集する旅行であり、この旅行
に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約を締結する事になります。また、契約の内
容・条件はパンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(行程案内書)および旅
行業約款募集型旅行規約の部によります。 

②旅行のお申し込み及び契約成立 
 1)所定の旅行申込書に記入し、下記申込代金を添えてお申し込み下さい。申込金は、旅行代金、
取消料または違約金の一部として取扱います。 

 2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行契
約の予約のお申し込みを受け付ける事があります。この場合当社が電話等による旅行契約の
予約承諾の旨通知した翌日から起算して 3 日以内にお申込書とお申し込み金を提出していた
だきます。 

 ◎1万円未満････申込金 1,000 円 
 3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものといたします。 
③お支払い対象旅行代金 
 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示
欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割
引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消
料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。 

④旅行代金のお支払い 
 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日前までにお支払いいただきま
す。14 日前以降にお申し込みされた場合は申込時に全額お支払いいただきます。 

⑤取消料 
 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対してお一人
につき下記の料率で取消料をいただきます。 

 ◎日帰り旅行取消料 
 
 
 
 
⑥個人情報の取り扱いについて 
 1)当社及び販売店は、旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡
や運送、宿泊機関等の手配及びこれらのサービス受領のために必要な範囲で利用させていた
だきます。 

 2)当社、及び販売店では①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見、ご感想の提供・アン
ケートのお願い③統計資料作成にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。 

⑦ご旅行条件・ご旅行代金の基準 
 このご旅行条件は 2023 年 4 月 1 日を基準としています。また旅行代金は 2023 年 4 月 1 日
現在の有効な運賃を基準にしています。 

 詳しくはHP記載旅行条件書及び約款にてご確認下さい。 
  

旅行企画・実施 有限会社津田交通 広島県知事登録 2-400 号 
総合旅行業取扱管理者 鈴木理衣奈 

 

 

旅行開始日の前日から起算して 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 
旅行開始後の解除 
及び無連絡不参加 

11 日前まで 10 日～8日前 7 日～2日前 
旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％ 

無料 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 

 

 

 

 


